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農 林水産部

石川県農業共済組合検査規程(昭和43年石川県訓令第 1号)の一部を次のように改正する。

平成26年 7月29日

石川県知事 谷 本 正 憲

第 2条の見出し中「判血」を「血宰」に改め、同条中 r*~mJ を「皿宰」に改める。

第 7条の見出し中「制〈慢」を「医冨」に改め、同条に次のただし喜を加える。
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第9条第 1項中に次のただ、し喜を加える。
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第17条を第四条とし、第16条を第18条とし、同条の前に次の 1条を加える。

(軍医*耗幽4く回AJQj制望事)
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第15条を第16条とし、第14条を第15条とし、第13条を第14条とし、第12条の次に次の 1条を加える。

(醤E封f;，t¥-'QミヨムJQ墜桝)
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附 則

この訓令は、公表の日から施行する。
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石川県告示第349号

次の病院から、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第 8号)第 1条の規定による救急業務に関し協力する

旨の申出の撤回があった。

平成26年 7月29日

石川県知事 谷 本 正 憲

名 称 所 在 曲
目

自
す
目
P 撤回年月日

平成26年 6月30日N T T 西日本金沢病院 |金沢市下新町 6番26号

石川県告示第350号

救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第 1条第 1項の規定により、救急病院として次のとおり認定

した。

平成26年 7月29日

石川県知事 谷 本 正 憲

名 称 所在地 認定年月日 認定の有効期限

社会医療法人財団董仙会 恵寿金沢病院 |金沢市下新町6番26号 平成26年 7月 1日 |平成29年 6月30日

石川県告示第351号

石川県収納代理金融機関の指定(昭和39年石川県告示第405号)の一部を次のように改正し、平成26年 5月 7日か

ら適用する。

平成26年 7月29日

石川県知事 谷 本 正 憲

1の表株式会社みずほ銀行の項中「東京都千代田区丸の内 1丁目」を「東京都千代田区大手町 1丁目」に改める。

公 &. 
Eヨ

県指定山代温泉鳥獣保護区山代温泉特別保護地区の指定の案の縦覧公告

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第 1項の規定により、次のとおり特別保

護地区を指定したいので、当該特別保護地区に係る名称、区域及び存続期間並びに当該特別保護地区の保護に関する

指針の案(以下「指針案」としづ。)を平成26年 7月29日から同年8月11日まで縦覧に供する。

なお、同法第29条第4項において準用する同法第28条第 5項の規定により、当該区域の住民及び利害関係人は、縦

覧期間満了の日までの聞に、当該指針案について、知事に意見書を提出することができる。

平成26年 7月29日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 特別保護地区の名称

県指定山代温泉鳥獣保護区山代温泉特別保護地区

2 特別保護地区の区域

加賀市上水道総合センターを起点とし、同所から耕地界を北に進み市道第B109号線との交点に至り、同所から

当該市道を東に150m進み同所から尾根線上を南東に進み別所との字界に至り、同所から西に150m進み同所から尾

根線上を北西に進み耕地界に至り、同所から耕地界を北に進み起点に至る線に固まれた区域

3 特別保護地区の存続期間

平成26年11月 1日から平成36年10月31日まで (10年間)
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4 特別保護地区の保護に関する指針案

(1) 特別保護地区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 特別保護地区の指定目的

石川県公報 第 127 1 8号

当該区域は、加賀市東部に位置する低山帯で、マツ、スギを中心にナラ、クヌギなどの食餌植物が群生し、ヒ

ヨドリ、メジロ、カワラヒワ、カラ類等の里山に見られる留鳥のほか、繁殖期にはキビタキ、アオジ等の野鳥が

多数生息している。したがって、鳥獣の生息、繁殖のため重要な区域であると認められることから、鳥獣の保護

及び狩猟の適正化に関する法律第29条第 1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護

繁殖を図るものである。

(3) 管理方針

当該区域は、昭和44年から現在まで県指定山代温泉鳥獣保護区山代温泉特別保護地区として保護されてきてお

り、野鳥の生息環境に恵まれた区域である。引き続き特別保護地区に指定し、保護環境を保全することを基本と

し、野生鳥獣の保護を図るものとする。

なお、区域周辺では、ツキノワグ、マの出没やイノシシによる農業被害が見られることから、住民に対し防除方

法を普及啓発するとともに、石川県特定鳥獣保護管理計画に基づいて個体数調整および有害鳥獣捕獲を実施する。

5 縦覧場所

石川県環境部自然環境課及び石川県南加賀農林総合事務所管理部企画調整室

県指定火打谷鳥獣保護区火打谷特別保護地区の指定の案の縦覧公告

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第 1項の規定により、次のとおり特別保

護地区を指定したいので、当該特別保護地区に係る名称、区域及び存続期間並びに当該特別保護地区の保護に関する

指針の案(以下「指針案」としづ。)を平成26年 7月29日から同年8月11日まで縦覧に供する。

なお、同法第29条第4項において準用する同法第28条第 5項の規定により、当該区域の住民及び利害関係人は、縦

覧期間満了の日までの聞に、当該指針案について、知事に意見書を提出することができる。

平成26年 7月29日

1 特別保護地区の名称

県指定火打谷鳥獣保護区火打谷特別保護地区

2 特別保護地区の区域

石川県知事 谷 本 正 憲

羽咋郡志賀町火打谷地内の町道林業場線と町道梨谷小山牧山線との交点を起点とし、同所から町道梨谷小山牧山

線を西南に進み県有地と民有地の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北に進み仏木川左岸との交点に至り、

同所から同川左岸を上流に進み通称しもく谷川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を上流に進み町道梨谷小山

牧山線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み起点に至る線に固まれた区域

3 特別保護地区の存続期間

平成26年11月 1日から平成46年10月31日まで (20年間)

4 特別保護地区の保護に関する指針案

(1) 特別保護地区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 特別保護地区の指定目的

当該地域は、能登半島の中心に位置する丘陵地帯で、雑木林及びスギ等の植林地からなり、また、区域内にあ

る石川県緑化センターには、展示林として食餌植物が植樹されており、野生鳥獣の生息に適した区域であること

から、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第 1項に基づく特別保護地区に指定し、渡り鳥の保全を

図るものである。

(3) 管理方針

静諮な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意し、地域住民の自然

とのふれあいの場、子供たちの環境教育 ・学習の場としての活用を図る。

5 縦覧場所

石川県環境部自然環境課及び石川県中能登農林総合事務所管理部企画調整室
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都市計画の決定に係る図書の写しの縦覧公告

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第 1項の規定により、野々市市から都市計画の決定に係る図書の写し

の送付があったので、次のとおり縦覧に供する。

平成26年 7月29日

石川県知事 谷 本 正 憲

縦 覧 場 所都市計画の種類

金沢都市計画地区計画

(野々市市柳町地区)
石川県土木部都市計画課及び野々市市産業建設部都市計画課

県有財産売払入札公告

次のとおり 一般競争入札を実施する。

平成26年 7月29日

1 一般競争入札に付す物件

(1) 物件 1

ア物件所在地 河北郡内灘町白帆台 1丁目 358番ほか59筆

イ地自 宅地

ウ地積 15，742.99rri (明細は別表 1のとおり)

(2) 物件 2

ア物件所在地 河北郡津幡町井上の荘 1丁目 2番 1ほか64筆

イ地自 宅地

ウ地積 18，691. 90rri (明細は別表2のとおり)

2 入札及び開札の日時及び場所

(1) 物件 1

ア日時 平成26年 8月28日(木)午前10時00分

イ場所 金沢市鞍月 1丁目 1番地

ウ開 札

(2) 物件 2

ア日時

イ場所

ウ開 札

石川県庁行政庁舎 1611会議室 (16階)

入札後、即時開札

平成26年 8月28日(木)午後 2時00分

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県庁行政庁舎 1611会議室 (16階)

入札後、即時開札

3 現地説明(入札契約説明含む)の日時及び場所

(1) 物件 1

ア日時 平成26年 8月 7日(木)午前11時00分

イ場所 河北郡内灘町白帆台 1丁目 215番地白帆台公民館

(2) 物件 2

ア日時 平成26年 8月 7日(木)午後 2時00分

イ 場所 河北郡津幡町井上の荘 1丁目 106番地井上の荘集会所

石川県知事 谷 本 正 憲

(3) 現地説明への参加を希望する者は、事前に電話で申込みを行わなければならない。

申込先石川県土木部建築住宅課電話番号 076--225-1777

4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次の条件をいずれも満たしている者

(1) 宅地建物取引業法第 3条第 1項の免許を受けている者であること。

(※共同企業体の場合は、構成員の半数以上が条件を満たすこと。)
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(2) 建築工事業に関して建設業法第 3条第 1項の許可を受けている者であること。

(※共同企業体の場合は、構成員の半数以上が条件を満たすこと。)

(3) 次に掲げる条件のいずれかにより、売買物件(本件入札により購入した物件をいう。以下同じ。)を第三者に

譲渡するもの。

ア 売買物件を自ら取得したうえで、住宅等(各地区の地区計画に規定する建築物。以下同じ。)を建築し、譲

渡すること。

イ 住宅等の建築を目的とする土地として譲渡すること。

(4) 県内に営業所を有する者であること。

(※共同企業体の場合は、構成員のうち 1者以上は、県内に主たる営業所を有する者)

(5) 平成23年 4月 1日から平成26年 3月31日までに、石川県内において、 40件以上の新築住宅に係る建築請負又は

販売の契約実績を有する者であること。ただし、両物件ともに入札に参加する場合は、 80件以上の契約実績を有

する者であること。

共同企業体の場合は、以下の条件のいずれも満たしていること。

ア 構成員全体で40件以上の契約実績を有すること。ただし、両物件ともに入札に参加する場合は、 80件以上の

契約実績を有する者であること。

イ (1)又は(2)に該当する構成員が 5件以上の契約実績を有すること。ただし、両物件ともに入札に参加する場合

は、更に 5件の契約実績を有する者であること。

(6) 売買物件を 5年以内に販売する計画を有する者であること。(両物件とも入札に参加する場合は、物件毎に計

画を有する者であること。)

(※共同企業体の場合は、各構成員の資格 ・能力に応じて現実的に販売できるような計画を立てること。)

(7) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」としづ。)第167条の 4第 1項の規定により一般競争入

札に参加させることができない者ではないこと。

(※共同企業体の場合は、全ての構成員が条件を満たすこと。)

(8) 政令第167条の4第 2項の規定により 一般競争入札に参加させないことができる者ではないこと。

(※共同企業体の場合は、全ての構成員が条件を満たすこと。)

(9) 石川県暴力団排除条例(平成23年石川県条例第20号。以下「条例」という。)第 2条第 1号に規定する暴力団

(以下「暴力団」とし、う。)ではないこと及び以下に該当しない者であること。

(※共同企業体の場合は、全ての構成員が条件を満たすこと。)

ア 役員等(申込者が個人である場合にはその者を、申込者が法人である場合にはその役員又はその支底、営業

所その他の事業所を代表する者をし、う。以下同じ。)が、条例第 2条第 3号に規定する暴力団員(以下「暴力

団員」という。)である者

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員の利用等をしている者

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴

力団の維持運営に協力し、又は関与している者

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(10) 共同企業体の場合は、次の事項を全て満たすものであること。ただし、県の承諾を得た場合はこの限りではな

し、。

ア 石川県との当該売買契約に定める義務について、連帯して責任を負うことができる者であること。

イ 入札保証金、契約保証金及び売買代金の納付又は返還並びに入札及び石川県との協議など、入札参加物件の

売買に係る一切の行為は、代表者が代表して行わなければならないこと。

ウ 代表者の変更若しくは構成員の加入又は脱退は、認められないこと。

5 入札案内書の交付期間及び場所

(1) 交付期間

平成26年 7月29日(火)から同年8月19日(火)までの県の機関の休日を除く毎日午前9時から午後 5時まで。

(2) 交付場所

金沢市鞍月 1丁目 1番地石川県庁行政庁舎16階
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石川県土木部建築住宅課

6 入札参加申込みの方法

(1) この入札に参加を希望する者は、入札案内書に示す県有財産一般競争入札参加申込書及び添付書類を(2)の受領

期限までに石川県土木部建築住宅課まで持参し、又は郵送しなければならない。

(2) 受領期限

平成26年 8月19日(火)午後 5時(郵送の場合は簡易書留とし、受領期限内必着とする。)

7 その他

(1) 入札保証金

入札しようとする金額の100分の 5以上

(2) 入札の無効

この公告に示した入札に参加する資格のない者が提出した入札書、入札参加申込みを行わなかった者の提出し

た入札喜その他入札案内書に示す無効の入札に掲げる入札喜は、無効とする。

(3) 落札者の決定方法

最低売却価格(石川県財務規則(昭和38年石川県規則第67号)第119条の規定により作成された予定価格をい

う。)以上の価格で最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(4) 契約保証金

契約金額の100分の10以上

(5) 契約方法及び売買代金の納付

ア 県との当該売買契約は、第三者のためにする契約として締結する。

イ 契約締結の日から 5年以内の聞において、引渡しを受けようとする区画毎の売買代金を納付することとする。

ただし、契約締結の日から 5年後までに売買代金全額を納付することを要する。

(6) 所有権の移転等

所有権は、区画毎の売買代金が納付された後に、「契約者(落札後、県との間で売買契約を締結した者をしづ。

以下同じ。)による所有権移転先の指定」及び「所有権の移転先(所有権移転先として指定された者。以下同じ。)

による当該区画の所有権移転を受ける旨の意思表示」があった日に、県から、所有権の移転先へ直接移転するも

のとする。

なお、契約者は、この所有権移転に係る登記が完了しない限り、当該区画において住宅等の建築に着手するこ

とができないことに留意を要する。

(7) その他の事項

詳細は、入札案内書による。

(8) 問合せ先

干920-8580 金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県土木部建築住宅課電話番号 076-225-1777

別表 1

一般競争入札に付す物件明細

物件 1

番号 所 在 地 財産区分 地目 地積(rrf) 

河北郡内灘町白帆台 1丁目358番 土地 宅地 249. 39 

2 河北郡内灘町白帆台 1丁目359番 土地 宅地 253. 08 

3 河北郡内灘町白帆台 1丁目360番 土地 宅地 252.83 

4 河北郡内灘町白帆台 1丁目361番 土地 宅地 251. 63 

5 河北郡内灘町白帆台 1丁目362番 土地 宅地 252.97 

6 河北郡内灘町白帆台 1丁目363番 土地 宅地 254.82 

7 河北郡内灘町白帆台 1丁目366番 土地 宅地 251. 02 

8 河北郡内灘町白帆台 1丁目376番 土地 宅地 248. 73 

9 河北郡内灘町白帆台 1丁目377番 土地 宅地 249. 64 

10 河北郡内灘町白帆台 1丁目378番 土地 宅地 247. 72 
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11 河北郡内灘町白帆台 1丁目379番 土地 宅地 250. 18 

12 河北郡内灘町白帆台 1丁目385番 土地 宅地 257.98 

13 河北郡内灘町白帆台 1丁目386番 土地 宅地 254. 51 

14 河北郡内灘町白帆台 1丁目392番 土地 宅地 247. 50 

15 河北郡内灘町白帆台 1丁目393番 土地 宅地 247.45 

16 河北郡内灘町白帆台 1丁目394番 土地 宅地 252. 62 

17 河北郡内灘町白帆台 1丁目395番 土地 宅地 256. 05 

18 河北郡内灘町白帆台 1丁目396番 土地 宅地 255. 72 

19 河北郡内灘町白帆台 1丁目397番 土地 宅地 260. 34 

20 河北郡内灘町白帆台 1丁目398番 土地 宅地 256. 56 

21 河北郡内灘町白帆台 1丁目399番 土地 宅地 256.47 

22 河北郡内灘町白帆台 1丁目400番 土地 宅地 262.98 

23 河北郡内灘町白帆台 1丁目406番 土地 宅地 223.82 

24 河北郡内灘町白帆台 1丁目423番 土地 宅地 260.98 

25 河北郡内灘町白帆台 1丁目424番 土地 宅地 270. 61 

26 河北郡内灘町白帆台2丁目45番 土地 宅地 290.44 

27 河北郡内灘町白帆台 2丁目52番 土地 宅地 289. 22 

28 河北郡内灘町白帆台2丁目84番 土地 宅地 284. 67 

29 河北郡内灘町白帆台 2丁目86番 土地 宅地 259.89 

30 河北郡内灘町白帆台 2丁目 105番 土地 宅地 280. 33 

31 河北郡内灘町白帆台2丁目 106番 土地 宅地 281. 43 

32 河北郡内灘町白帆台 2丁目 107番 土地 宅地 281. 56 

33 河北郡内灘町白帆台2丁目 110番 土地 宅地 260. 07 

34 河北郡内灘町白帆台2丁目 119番 土地 宅地 270.93 

35 河北郡内灘町白帆台 2丁目 135番 土地 宅地 254. 26 

36 河北郡内灘町白帆台2丁目 137番 土地 宅地 277. 16 

37 河北郡内灘町白帆台 2丁目 138番 土地 宅地 327.11 

38 河北郡内灘町白帆台 2丁目 142番 土地 宅地 307. 51 

39 河北郡内灘町白帆台2丁目 154番 土地 宅地 256. 67 

40 河北郡内灘町白帆台 2丁目 160番 土地 宅地 256. 68 

41 河北郡内灘町白帆台2丁目 162番 土地 宅地 255. 18 

42 河北郡内灘町白帆台2丁目 164番 土地 宅地 256.44 

43 河北郡内灘町白帆台 2丁目 165番 土地 宅地 253. 27 

44 河北郡内灘町白帆台2丁目 166番 土地 宅地 253. 15 

45 河北郡内灘町白帆台 2丁目 170番 土地 宅地 271. 09 

46 河北郡内灘町白帆台 2丁目 171番 土地 宅地 267. 39 

47 河北郡内灘町白帆台2丁目 172番 土地 宅地 267. 61 

48 河北郡内灘町白帆台2丁目 173番 土地 宅地 297. 75 

49 河北郡内灘町白帆台 2丁目 176番 土地 宅地 245. 32 

50 河北郡内灘町白帆台2丁目 177番 土地 宅地 311. 54 

51 河北郡内灘町白帆台 2丁目 178番 土地 宅地 281. 98 

52 河北郡内灘町白帆台 2丁目469番 土地 宅地 257. 23 

53 河北郡内灘町白帆台2丁目471番 土地 宅地 257. 66 

54 河北郡内灘町白帆台 2丁目477番 土地 宅地 254. 28 

55 河北郡内灘町白帆台2丁目478番 土地 宅地 257. 63 

56 河北郡内灘町白帆台2丁目479番 土地 宅地 257. 78 

57 河北郡内灘町白帆台 2丁目480番 土地 宅地 257. 76 
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58 河北郡内灘町白帆台 2丁目511番 土地 宅地 244.46 

59 河北郡内灘町白帆台 2丁目513番 土地 宅地 245.94 

60 河北郡内灘町白帆台 2丁目514番 土地 宅地 246. 00 

IEL 3 計 15，742.99 

別表 2

一般競争入札に付す物件明細

物件 2

番号 所 在 地 財産区分 地目 地積(rri) 

河北郡津幡町井上の荘 1丁目 2番 1 土地 宅地 255. 20 

2 河北郡津幡町井上の荘 3丁目 10番 土地 宅地 267. 51 

3 河北郡津幡町井上の荘 3丁目 11番 土地 宅地 270.40 

4 河北郡津幡町井上の荘 3丁目 13番 土地 宅地 232.95 

5 河北郡津幡町井上の荘 3丁目 19番 土地 宅地 259. 09 

6 河北郡津幡町井上の荘 3丁目 20番 土地 宅地 259. 21 

7 河北郡津幡町井上の荘 3丁目 21番 土地 宅地 260.86 

8 河北郡津幡町井上の荘 3丁目 22番 土地 宅地 260.95 

9 河北郡津幡町井上の荘 3丁目 23番 土地 宅地 260.47 

10 河北郡津幡町井上の荘 3丁目 26番 土地 宅地 260. 51 

11 河北郡津幡町井上の荘 3丁目 27番 土地 宅地 259. 20 

12 河北郡津幡町井上の荘 3丁目 28番 土地 宅地 258. 79 

13 河北郡津幡町井上の荘 3丁目 29番 土地 宅地 260. 61 

14 河北郡津幡町井上の荘 3丁目 58番 土地 宅地 271. 45 

15 河北郡津幡町井上の荘 3丁目 72番 土地 宅地 283.99 

16 河北郡津幡町井上の荘 3丁目 73番 土地 宅地 288. 07 

17 河北郡津幡町井上の荘 3丁目 74番 土地 宅地 292. 03 

18 河北郡津幡町井上の荘 3丁目的番 土地 宅地 258. 63 

19 河北郡津幡町井上の荘 3丁目90番 土地 宅地 288. 35 

20 河北郡津幡町井上の荘 3丁目93番 土地 宅地 240. 00 

21 河北郡津幡町井上の荘 3丁目96番 土地 宅地 318.88 

22 河北郡津幡町井上の荘 3丁目 104番 土地 宅地 289.49 

23 河北郡津幡町井上の荘 3丁目 147番 土地 宅地 390.82 

24 河北郡津幡町井上の荘4丁目 3番 土地 宅地 246. 07 

25 河北郡津幡町井上の荘4丁目 16番 土地 宅地 397. 18 

26 河北郡津幡町井上の荘4丁目43番 土地 宅地 255.87 

27 河北郡津幡町井上の荘4丁目44番 土地 宅地 300.80 

28 河北郡津幡町井上の荘4丁目 52番 土地 宅地 315.84 

29 河北郡津幡町井上の荘4丁目 67番 土地 宅地 261. 16 

30 河北郡津幡町井上の荘4丁目 134番 土地 宅地 369. 32 

31 河北郡津幡町井上の荘4丁目 140番 土地 宅地 351. 19 

32 河北郡津幡町井上の荘4丁目 141番 土地 宅地 304. 13 

33 河北郡津幡町井上の荘4丁目 142番 土地 宅地 277.86 

34 河北郡津幡町井上の荘4丁目 143番 土地 宅地 277. 51 

35 河北郡津幡町井上の荘4丁目 144番 土地 宅地 294. 37 

36 河北郡津幡町井上の荘4丁目 145番 土地 宅地 283.45 

37 河北郡津幡町井上の荘4丁目 146番 土地 宅地 262.96 

38 河北郡津幡町井上の荘4丁目 155番 土地 宅地 296. 52 
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39 河北郡津幡町井上の荘4丁目 159番 土地 宅地 269. 05 

40 河北郡津幡町井上の荘4丁目 160番 土地 宅地 269. 75 

41 河北郡津幡町井上の荘4丁目 161番 土地 宅地 298.90 

42 河北郡津幡町井上の荘4丁目 162番 土地 宅地 297. 12 

43 河北郡津幡町井上の荘4丁目 163番 土地 宅地 296.74 

44 河北郡津幡町井上の荘4丁目 164番 土地 宅地 287.97 

45 河北郡津幡町井上の荘4丁目 165番 土地 宅地 397.86 

46 河北郡津幡町井上の荘4丁目 174番 土地 宅地 360. 02 

47 河北郡津幡町井上の荘4丁目 175番 土地 宅地 307. 29 

48 河北郡津幡町井上の荘5丁目 7番 土地 宅地 286. 26 

49 河北郡津幡町井上の荘5丁目 8番 土地 宅地 284. 36 

50 河北郡津幡町井上の荘5丁目 9番 土地 宅地 283.40 

51 河北郡津幡町井上の荘5丁目 10番 土地 宅地 285. 27 

52 河北郡津幡町井上の荘5丁目 14番 土地 宅地 286. 07 

53 河北郡津幡町井上の荘5丁目 15番 土地 宅地 284. 05 

54 河北郡津幡町井上の荘5丁目 16番 土地 宅地 284. 66 

55 河北郡津幡町井上の荘5丁目 17番 土地 宅地 286. 72 

56 河北郡津幡町井上の荘5丁目 18番 土地 宅地 279.74 

57 河北郡津幡町井上の荘5丁目 19番 土地 宅地 272. 23 

58 河北郡津幡町井上の荘5丁目 20番 土地 宅地 271. 95 

59 河北郡津幡町井上の荘5丁目 22番 土地 宅地 275. 21 

60 河北郡津幡町井上の荘5丁目 24番 土地 宅地 373. 76 

61 河北郡津幡町井上の荘5丁目 27番 土地 宅地 254. 51 

62 河北郡津幡町井上の荘5丁目 28番 土地 宅地 273.92 

63 河北郡津幡町井上の荘5丁目 29番 土地 宅地 257. 79 

64 河北郡津幡町井上の荘5丁目 30番 土地 宅地 295. 70 

65 河北郡津幡町井上の荘5丁目42番 土地 宅地 289.91 

IEL 3 計 18， 691. 90 

公安委員 A
E
 

年少射撃資格講習会

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第 6号)第 9条の14の規定による年少射撃資格認定のための講習会を次の

とおり開催します。

平成26年 7月29日

石 川 県公安 委員 会

1 講習会開催の日時及び場所

(1) 開催日時

平成26年 8月28日(木)午前9時30分から午後4時まで

(2) 開催場所

金沢市鞍月 1丁目 1番地

警察本部庁舎 3階 302会議室

(3) 受講定員

10名程度

2 講習会の受講申込み及び手数料

(1) 受講希望者は、 8月14日(木)までに、住所地を管轄する警察署へ年少射撃資格講習受講申込書2通、 写真 2

枚と受講手数料を添えてお申し込み下さい。
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(2) 手数料は、石川県証紙で、 9，700円です。

3 講習会の内容と時間

講習会は、空気銃の所持に関する法令及び空気銃の使用方法についての講習を行い、考査を含め合計5時聞かか

ります。

( 1箇月 2，350円送料とも) 発行人 'f920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石川県

印刷所 'f921-8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 側共栄 TEL(076) 292-2236 


